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平成２６年９月亀山市議会定例会に提出する

議案概要説明書

１ 条例関係（７件）

（１）亀山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の制定について

一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる

社会を目指し、子ども・子育て支援新制度を実施するため、

「子ども・子育て支援法」（平成２４年法律第６５号）が制

定され、特定教育・保育施設（認定こども園、幼稚園及び

保育園）の設置者及び特定地域型保育事業（家庭的保育事

業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保

育事業）を行う者は、市町村の条例で定める基準に従って

保育を提供しなければならないこととされました。

条例で定める基準については、内閣府令で定める基準に

従い、又は参酌しなければならないとされており、「特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準」（平成２６年内閣府令第３９号。平成２６年４月３０

日公布。以下「内閣府令」といいます。）によりその基準

が示されたため、本条例を制定するものです。
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制定内容は、亀山市の特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準について、市の実情を踏ま

えて検討したところ、幼児期の学校教育及び保育の総合的

な提供並びに地域の子ども・子育て支援を総合的に推進す

る必要があるため、内閣府令により示された基準と同様の

内容を定めることとします。

なお、施行日は、「子ども・子育て支援法」の施行の日

とし、基準を条例に定めることに伴い、必要となる特例及

び経過措置を附則に規定します。

（２）亀山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の制定について

一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる

社会を目指し、子ども・子育て支援新制度を実施するため、

「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正

する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」

（平成２４年法律第６７号）により児童福祉法が改正され、

従来の認可保育所における保育事業に加え、市町村の条例

で定める基準により認可を受けた事業者が家庭的保育事
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業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保

育事業を実施することができることになりました。

条例で定める基準については、市町村が、省令で定める

基準に従い、又は参酌して条例で定めなければならないと

されており、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準」（平成２６年厚生労働省令第６１号。平成２６年４

月３０日公布。以下「省令」といいます。）によりその基

準が示されたため、本条例を制定するものです。

制定内容は、亀山市の家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準について、市の実情を踏まえて検討したとこ

ろ、幼児期の学校教育及び保育の総合的な提供並びに地域

の子ども・子育て支援を総合的に推進する必要があるため、

省令により示された基準と同様の内容を定めることとし

ます。

なお、施行日は、「子ども・子育て支援法及び就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律」の施行の日とし、基準を条例に定める

ことに伴い、必要となる経過措置を附則に規定します。
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（３）亀山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の制定について

一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる

社会を目指し、子ども・子育て支援新制度を実施するため、

「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正

する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」

（平成２４年法律第６７号）により児童福祉法が改正され、

市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を条例で定めることとされました。

条例で定める基準については、省令で定める基準に従い、

又は参酌しなければならないこととされており、「放課後

児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」（平成

２６年厚生労働省令第６３号。平成２６年４月３０日公布。

以下「省令」といいます。）によりその基準が示されたため、

本条例を制定するものです。

制定内容は、亀山市の放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準について、市の実情を踏まえて検討し

たところ、幼児期の学校教育及び保育の総合的な提供並び

に地域の子ども・子育て支援を総合的に推進する必要があ
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るため、省令により示された基準と同様の基準を定めるこ

ととします。

なお、施行日は、「子ども・子育て支援法及び就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律」の施行の日とし、基準を条例に定める

ことに伴い、必要となる経過措置を附則に規定します。

（４）亀山市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制

定について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進

を図るための関係法律の整備に関する法律」（平成２５年

法律第４４号）により消防組織法が改正されました。これ

により、これまで「市町村の消防長及び消防署長の任命資

格を定める政令」（昭和３４年政令第２０１号）で定めら

れていた消防長及び消防署長の資格は、「市町村の消防長

及び消防署長の資格の基準を定める政令」（平成２５年政

令第２６３号。平成２５年９月６日公布。以下「政令」と

いいます。）で定める基準を参酌して、条例で定めること

とされたため、本条例を制定するものです。
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制定内容は、次のとおりです。

消防長及び消防署長の資格の基準について、政令によ

り示された基準を参酌し、市の実情に応じて基準を定め

ることとします。

（ア）消防長の資格

（ａ）市の消防職員として消防事務に従事した者で、

消防署長の職又は消防署長と同等以上の職に１年以

上あったもの

（ｂ）市の行政事務に従事した者で、亀山市行政組織

条例（平成１７年条例第１８４号）第１条に定める

部の長の職に２年以上あったもの

（イ）消防署長の資格

市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防

司令以上の階級に１年以上あったもの

なお、施行日は、公布の日とし、この条例の施行の際、

現に消防長の職にある者は、その職にある間、消防長の資

格を有する者とみなす経過措置を定めます。

（５）亀山市福祉事務所設置条例の一部改正について

「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための
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次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律」（平

成２６年法律第２８号）により母子及び寡婦福祉法の一部

が改正され、平成２６年１０月１日から施行されることに

伴い、所要の改正を行うものです。

改正内容は、「母子及び寡婦福祉法」の題名が「母子及

び父子並びに寡婦福祉法」に改正されたことから、条例で

引用する法律名を改めます。

なお、施行日は、平成２６年１０月１日とします。

（６）亀山市福祉医療費の助成に関する条例の一部改正に

ついて

「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための

次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律」（平

成２６年法律第２８号）により母子及び寡婦福祉法の一部

が改正され、平成２６年１０月１日から施行されることに

伴い、所要の改正を行うものです。

改正内容は、「母子及び寡婦福祉法」の題名が「母子及

び父子並びに寡婦福祉法」に改正されたことから、条例で

引用する法律名を改めます。

  また、法律において一人親家庭等の父について明確に定



8

義されたことから、条例における一人親家庭等の父の定義

の規定を改めます。

なお、施行日は、平成２６年１０月１日とします。

（７）亀山市地区コミュニティセンター条例の一部改正に

ついて

現在、活発な地域コミュニティ活動を展開していくため、

活動拠点となる施設の整備・充実を図っています。現在の

神辺地区コミュニティセンターについては、建物が狭あい

かつ老朽化したため、改築工事を実施し、平成２６年１２

月１日に新たな活動拠点となる施設に移転することから、

所要の改正を行うものです。

改正内容は、次のとおり神辺地区コミュニティセンター

の位置の改正を行います。

改正前 亀山市太岡寺町１２９６番地１４

改正後 亀山市太岡寺町１２５９番地１

なお、施行日は、平成２６年１２月１日とします。
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２ 補正予算関係（５件）

（１）平成２６年度亀山市一般会計補正予算（第２号）に

ついて

（２）平成２６年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）について

（３）平成２６年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第１号）について

（４）平成２６年度亀山市公共下水道事業特別会計補正予

算（第１号）について

（５）平成２６年度亀山市水道事業会計補正予算（第１号）

について

以上、各会計の補正予算について、地方自治法第９６条

第１項第２号の規定により議会の議決を求めるものです。

なお、各会計の補正予算の概要は、別紙資料のとおりで

す。
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３ 決算関係（８件）

（１）平成２５年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて

（２）平成２５年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について

（３）平成２５年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳

入歳出決算の認定について

（４）平成２５年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について

（５）平成２５年度亀山市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について

以上、各会計の決算について地方自治法第２３３条

第３項の規定により議会の認定を求めるものです。

（６）平成２５年度亀山市水道事業会計決算の認定につい

て

（７）平成２５年度亀山市工業用水道事業会計決算の認定

について

（８）平成２５年度亀山市病院事業会計決算の認定につい

て
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以上、各会計の決算について地方公営企業法第３０条

第４項の規定により議会の認定を求めるものです。
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４ 報告関係（８件）

（１）決算に関する附属書類の提出について

決算の認定に関連して、次の関係書類を提出するもので

す。

ア 主要施策の成果報告書

イ 歳入歳出決算事項別明細書

ウ 実質収支に関する調書

エ 財産に関する調書

オ 基金運用状況調書及び審査意見書

（２）健全化判断比率の報告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条

第１項の規定により、健全化判断比率として実質赤字比率、

連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率を報

告するものです。

（３）亀山市水道事業会計資金不足比率の報告について

（４）亀山市工業用水道事業会計資金不足比率の報告につ

いて

（５）亀山市病院事業会計資金不足比率の報告について
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（６）亀山市農業集落排水事業特別会計資金不足比率の報

告について

（７）亀山市公共下水道事業特別会計資金不足比率の報告

について

以上、各会計の資金不足比率について地方公共団体の財

政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により報

告するものです。

（８）専決処分の報告について

学校部活動において発生した物損事故に伴う損害賠償

の額を定めることについて、平成２６年７月２５日に地方

自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したので、

同条第２項の規定により報告するものです。


